
１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

21 21 現状より増加
厚生労働省がん対策情報
（令和4年・令和７年）

0
　圏域内での高度ながん治療体制の整備は難しいが、在宅緩
和ケアや相談支援機能の充実、外部拠点との連携強化による
現実的な医療資源の拡充の必要性が考えられる。

胃 9.7 9.7
道平均以上

(道平均以上の場合
は、現状値以上)

令和３年度
地域保健・健康増進事業報告
（厚生労働省）

肺 5.1 5.1
道平均以上

(道平均以上の場合
は、現状値以上)

令和３年度
地域保健・健康増進事業報告
（厚生労働省）

大腸 7.1 7.1
道平均以上

(道平均以上の場合
は、現状値以上)

令和３年度
地域保健・健康増進事業報告
（厚生労働省）

子宮頸 14.4 16.3
道平均以上

(道平均以上の場合
は、現状値以上)

令和３年度
地域保健・健康増進事業報告
（厚生労働省）

乳 15.6 15.6
道平均以上

(道平均以上の場合
は、現状値以上)

令和３年度
地域保健・健康増進事業報告
（厚生労働省）

２　主な取組の内容等

・がん予防の推進とがんの早期発見のため、北海道がん対策推進計
画、北海道医療計画南檜山地域推進方針、南檜山圏域健康づくり事業
行動計画等の整合性を図りながら取組みを推進する。

１　未成年者への健康教育の実施（20歳未満の者の喫煙防止講座）

２　疾病予防専門部会の開催

１　未成年者への健康教育の実施
令和6年10月24日(木）　江差町立江差小学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6年生　22名
令和6年12月12日（木）　江差町立南が丘小学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　6年生    7名

　

第１回　【書面開催】
　　　　　令和６年９月１３日（金）　出席者　１５名
　　・南檜山圏域健康づくり事業行動計画（案）に対する協議
第２回　【オンライン及び現地開催】令和７年２月２７日（木）
　　・南檜山圏域健康づくり事業行動計画の評価及び新たな
計画の推進について

・南檜山圏域においては、がんを原因とした死亡率が30.63％（R3人
口動態統計（確定数））を占めており、死因の第1位となっていることか
ら、地域住民へのがん予防の正しい知識、早期発見の重要性につい
ての普及・啓発が必要である。

・南檜山圏域には地域がん診療拠点病院がなく、道南医療圏におい
ては函館市内の医療機関が指定されていることから、それらの医療
機関との連携及び当圏域での緩和ケア等の充実化が必要である。

　令和６年度のデータ収集及び整理が終了していないので、当
指標による直近の確実な評価は困難である。
　地域内にがん診療連携拠点病院が存在しないことを踏まえる
と、一次予防（教育）や早期発見（検診）の強化は圏域における
最重要課題である。今後は、健康教育・普及啓発・相談支援の
取組を連動させることで、検診率のさらなる向上を図る必要があ
る。

体  制 　整　備

取組の内容 実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和6年度の評価

　01  がんの医療連携体制

がん診療連携拠点病院数
（か所）＊1

実 施 件 数 等 がん検診受診率（％）＊2
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

54 54 現状維持
北海道保健福祉部調べ
急性期医療の公表医療機関
（令和5年4月1日現在）

0

　本圏域には公表基準を満たした急性期医療機関がなく、南渡
島圏域への依存が高い。今後は地域連携体制を活用し、健診
受診率の向上と生活習慣病予防の普及啓発を一体的に進める
必要がある。

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調べ
回復期医療の公表医療機関
（令和5年4月1日現在）

有
（２施設）

　南檜山圏域では目標に対し2施設が確認され一定の成果があ
るが、職員の高齢化や人材不足により継続運営に課題がある。
今後は在宅復帰支援や地域包括ケアとの連携強化が必要であ
る。

15 21 現状より増加
北海道保健福祉部調べ
（令和5年4月1日現在） 導入済み

　導入済み。今後、人員不足により運用が困難になることも予
想されるため、簡素なパスと柔軟な支援、広域的な連携による
体制整備が必要である。

２　主な取組の内容等

取組の内容 実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

・健康づくりに関する週間や月間に併せ、普及啓発活動を重点的に実施（道民
の健康づくり推進事業として実施）

・南檜山圏域には脳卒中、急性心筋梗塞の急性期医療を担う医療機
関がないことから南渡島圏域の医療機関への依存が高い。
　このため、道南脳卒中地域連携協議会や南檜山医療連携システ
ム、脳卒中・急性心筋梗塞あんしん連携ノート等を活用し、診療連携
を進めていく必要がある。

・予防対策の充実
　各町・保健所・医療機関が連携して、健診の意義を周知するとともに、
特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上に向けた取組及び
急性心筋梗塞を予防するための保健事業の推進に努める。
　高血圧や糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム、喫煙習慣が
ある者への支援を早期に開始し、脳卒中の発症予防に努める。
　施設内禁煙等の環境づくりを推進し、受動喫煙防止に努める。
・医療連携
　急性期医療機関との連携においては、南檜山地域医療連携システム
などを活用し、南渡島圏域の急性期病院との診療連携を進める。
　江差脳神経外科クリニックをはじめとする南檜山の維持期を担う各医
療機関と訪問看護、介護支援専門員が連携し、再発予防や生活機能の
維持、向上を図る。
　南檜山は、現状において急性期医療が完結しない圏域のため、南檜
山圏域を中心に道南医療圏と情報共有するなど、必要な医療連携体制
の確保に努める。
　急性期から回復期、維持期まで切れ目なく適切な医療が提供できるよ
う、地域連携クリティカルパスやＩＣＴを活用した地域医療情報連携根
ネットワーク等を活用し、患者の受療動向に応じた連携体制の充実を図
る。

　１　愛菜の日（1月31日）に併せ、檜山振興局で普及啓発
事業
　　・野菜充足度測定や野菜に関するゲーム及び展示
　　　　　　　　　　　　　　令和7年1月28日（火）　60名
　　・振興局食堂でヘルシーメニューの提供
　　　　　　　　　　　　　　令和７年1月31日（金）　30食限定
　　・北洋銀行江差支店で健康づくりに関する展示
　　　　　　　　　　　　　　令和７年1月27日（月）～31日（金）
　　・スーパーのレシートに啓発文を記載
　　　　　　　　　　　　　　令和７年1月　　　下旬～
　２　女性の健康週間（3月）における普及啓発
　　　・地域食堂での健康教育
　　　　　　　　　　　　　　令和７年3月15日（土）　19名参加

体制整備

急性期医療を担う医療機関数（カ所）

回復期リハビリテーションが実施可能な医療機
関がある第二次医療圏数（医療圏）

地域連携クリティカルパスを導入している第二次
医療圏数（医療圏）

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　02  脳卒中の医療連携体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

64 66 現状維持
北海道保健福祉部調べ
急性期医療の公表医療機関
(令和5年4月1日現在）

0

　南檜山圏域では夜間の一次救急は江差病院が担うが、二次
救急は函館市内へ搬送されることが多く、地域完結型の体制
構築は難しい。

6 21 現状より増加
北海道保健福祉部調べ
（令和5年4月1日現在） 導入済み

　導入済み。南檜山では人員体制の縮小により継続運用が困
難な状況もある。
　今後は簡便なパスの導入やICTの活用を含め、地域の実情
に応じた柔軟な支援が求められる。

２　主な取組の内容等

取組の内容 実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

・健康づくりに関する週間や月間に併せ、普及啓発活動を重点的に実施（道民
の健康づくり推進事業として実施）

　１　愛菜の日（1月31日）に併せ、檜山振興局で普及啓発
事業
　　・野菜充足度測定や野菜に関するゲーム及び展示
　　　　　　　　　　　　　　令和7年1月28日（火）　60名
　　・振興局食堂でヘルシーメニューの提供
　　　　　　　　　　　　　　令和７年1月31日（金）　30食限定
　　・北洋銀行江差支店で健康づくりに関する展示
　　　　　　　　　　　　　　令和７年1月27日（月）～31日（金）
　　・スーパーのレシートに啓発文を記載
　　　　　　　　　　　　　　令和７年1月　　　下旬～
　２　女性の健康週間（3月）における普及啓発
　　　・地域食堂での健康教育
　　　　　　　　　　　　　　令和７年3月15日（土）　19名参加

・南檜山圏域には脳卒中、急性心筋梗塞の急性期医療を担う医療機
関がないことから南渡島圏域の医療機関への依存が高い。
　このため、道南脳卒中地域連携協議会や南檜山医療連携システ
ム、脳卒中・急性心筋梗塞あんしん連携ノート等を活用し、診療連携
を進めていく必要がある。

・予防対策の充実
　各町・保健所・医療機関が連携して、健診の意義を周知するとともに、
特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上に向けた取組及び
急性心筋梗塞を予防するための保健事業の推進に努める。
　高血圧や糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム、喫煙習慣が
ある者への支援を早期に開始し、急性心筋梗塞等の心血管疾患の発症
予防に努める。
　施設内禁煙等の環境づくりを推進し、受動喫煙防止に努める。
・医療連携体制
　南檜山地域医療連携システムなどを活用し、南渡島圏域の急性期病
院との診療連携を進めるとともに、急性期から回復・維持期までの医療
機関及び介護保険関連施設等が診療情報や治療計画の共有による切
れ目のない適切な医療が提供できるような連携体制の充実を推進す
る。
　南檜山は、現状において急性期医療が完結しない圏域のため、南檜
山圏域を中心に道南医療圏と情報共有するなど、必要な医療連携体制
の確保に努める。
　急性期から回復期、維持期まで切れ目なく適切な医療が提供できるよ
う、地域連携クリティカルパスやＩＣＴを活用した地域医療情報連携根ネッ
トワーク等を活用し、患者の受療動向に応じた連携体制の充実を図る。

体制整備

急性期医療を担う医療機関数（カ所）

地域連携クリティカルパスを導入している第二
次医療圏数（医療圏）

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　03  心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

45.7 70.0 現状より増加
32.3%

（国保のみ）

　国保のみの数値（32.3％）であり、被用者保険（社会保険）加
入者が多い40～60代の実態を十分に把握できていない可能性
がある。保健所としては、町と連携して周知啓発を強化し、受診
行動を促す取組を展開する必要がある。加えて、事業所健診と
の情報共有体制を模索することで、地域全体の受診状況の把
握に努めたい。

18.4 45.0 現状より増加
28.4%

（国保のみ）

　町保健師による保健指導等の取組が一定程度進捗している。
今後は未実施者の掘り起こしや継続支援の充実が課題。保健
所としては、町職員への研修実施や情報提供、事例共有を通じ
た間接的支援（後方支援）が求められる。

体 制 整 備 510 598 現状より増加
北海道保健福祉部調べ
（令和４年4月1日現在）

導入済み

　地域の医療機関との連携により一定の進展がある。保健所と
しては、圏域全体での導入状況の見える化を図り、未導入医療
機関への導入促進のため、関係機関との情報共有を担う立場
が期待される。

男性 10 8.0
13.9%

（国保のみ）

女性 4.7 3.3
5.8%

（国保のみ）

662 635 現状より減少
日本透析医学会調べ「わ
が国の慢性透析療法の現
況」（令和３年度）

2人
（R4.12北海道

保健福祉部調）

　南檜山圏域では、糖尿病性腎症による人工透析導入率が全
道・全国と比較して高い状況が続いている。令和6年度の新規
導入者数は少数にとどまっているが、過去からの傾向や地域特
性を踏まえると、引き続き透析予備群への早期対応と、町や医
療機関との連携による重症化予防の継続が重要である。今後
は、事業評価や支援体制の明確化を通じて、持続可能な取組
体制の構築が求められる。

２　主な取組の内容等

課　　　　題 今後の方向性

・南檜山圏域では、全医療費に占める糖尿病医療費の割合（南檜山 6%、全道
4.1%）、レセプト１件あたりの糖尿病医療費（南檜山 40,075円、全道 33,247
円）、糖尿病性腎症による人工透析導入割合（南檜山 51.1%、全国 37.1%）が全
道または全国と比べ高い状況であり（H24年）、H26年3月に「南檜山糖尿病重
症化予防プロジェクト」事業を立ち上げ、取り組んできた。

・普及啓発
　リーフレットの配布、世界糖尿病デーにおけるポスター
掲示（11月）
　「リンクルみなみひやま」を活用した啓発（年６回）
・療養指導
　各町保健師、管理栄養士による指導～実人数10名/延
人数10名（事務局への報告数）

・南檜山圏域における糖尿病対策では、対象者の固定化や若年層へ
の啓発の不足、保健指導の効果検証体制の不備などが課題となって
いる。糖尿病重症化予防プロジェクトは保健所主導で開始された経緯
から町の主体性が育ちにくい側面があるが、10年間の取組により医
療機関との連携は進み、多職種連携の有効性も確認されている。今
後はこの事業の評価を行いながら、町が主体的に糖尿病性腎症重症
化予防事業に取組む体制への移行を図る必要性がある。次年度から
はこの事業の発展的な整理を行いながら国や道「糖尿病性腎症重症
化予防事業の手引き」を活用しながら事業のを推進してゆく必要があ
る。また、透析病床の逼迫を背景に、重症化予防対象者への地域ぐ
るみの支援体制の強化も重要である。

・南檜山糖尿病重症化予防プロジェクトについては、これまでの10年間
の取組で築かれた町と医療機関との連携や多職種による支援体制を活
かしながら、今後は各町が 地域の実情に応じて主体的かつ継続的に糖
尿病予防・重症化予防に取り組める体制づくりが求められる。そのため
に、まずはプロジェクトの評価・検討会議を開催し、これまでの取組の成
果や課題を共有したうえで、今後の進め方について関係機関で意見交
換を行いながら、より実効性のある仕組みへと段階的に見直していくこ
とが重要である。あわせて、町の役割を明確にし、国や道「糖尿病性腎
症重症化予防事業の手引き」を活用しながら支援内容の標準化や継続
的な連携の仕組みを構築していくことが、持続可能な地域保健体制の
確立につながると考えられる。

取組の内容 実　　　　績

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　04  糖尿病の医療連携体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

実 施 件 数

特定健診受診率（％）

特定健康診査・特定保健
指導に関するデータ［厚生
労働省］
（令和３年）

特定保健指導実施率（％）

　国保データのため社会保険加入者の状況は把握困難。保健
所としては、地域の健康課題として血糖管理の必要性を広報啓
発等で周知し、市町保健師との連携による保健指導の質向上、
また町単位での健診・保健指導実績の収集支援を行う。ライフ
ステージに応じた保健教材の提供も有効。

地域連携クリティカルパスを導入している医療機
関数（か所）

住民の
健康状態

ＨｂＡ１ｃ値が6.5％以上の者の
割合(40～74歳）

現状より減少
NDBオープンデータ［厚生
労働省］（令和２年）

糖尿病性腎症による新規人工透析導入患者数
（人）

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

－ 21 全圏域での設置
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月時点）

－

－ 31 全圏域での設置
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月時点）

－

－ 68.9 現状より増加
厚生労働省
精神保健福祉資料
（令和４年度）

－

－ 84.5 現状より増加
厚生労働省
精神保健福祉資料
（令和４年度）

－

－ 91.0 現状より増加
厚生労働省
精神保健福祉資料
（令和４年度）

－

－ 5,304 現状より減少
厚生労働省
精神保健福祉資料
（令和４年度）

－

－ 2,514 現状より減少
厚生労働省
精神保健福祉資料
（令和４年度）

－

－ 330.1 現状維持以上
厚生労働省
精神保健福祉資料
（令和４年度）

－

２　主な取組の内容等

実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

慢性期入院患者数（65歳未満）（人）

精神病床から退院後の１年以内の地域における
平均生活日数（地域平均生活日数）（日）

　南檜山圏域における精神科を標ぼうしている医療機関は道立
江差病院のみであるが、医師不足で令和５年７月１日より、精神
科の入院病棟は休床中であり、地域内で入院を必要としている
患者の対応ができない状況にある。精神症状の急性悪化時に
は、函館市内の精神科医療機関に依頼せざるを得ず、搬送距
離や対応調整の難しさが課題となっている。今後は、近隣医療
機関との連携強化と搬送体制の整備に加え、退院後の地域生
活支援との接続性を確保する取組が必要である。

入院後１年時点での退院率（％）

慢性期入院患者数（65歳以上）（人）

取組の内容

入院後６か月時点での退院率（％）

住 民 の
健 康 状 態 等

医療連携体制（かかりつけ医との連携等）

南檜山地域SOSネットワーク会議
　- R5・R6 書面会議1回
　- R6から社会福祉課が事務局へ移行

思春期ネットワーク会議：R5・R6 各1回

自殺対策連絡会議：R5・R6 各1回

ゲートキーパー養成講座：R5・R6 各2回（上ノ国町・乙部
町）

精神科救急医療体制道南ブロック調整会議：R6 1回（R5
実績なし）

道南ブロック精神科医療機関実務者会議：R5・R6 各1回

・地域関係者との継続的な課題共有と取組推進が求められており、
特に精神科医療機関との連携については、これまでの取組を通じて
連携強化の契機が得られたものの、今後も連携を深め、実効性のあ
る体制を構築していく必要がある。

・社会福祉課主催会議に協力する。

・思春期ネットワーク会議は、研修的要素を中心とした内容を年1回開催
予定

・自殺対策連絡会議は、年1回開催予定
　

・精神科救急医療体制道南ブロック調整会議に出席
 

・道南ブロック精神科医療機関実務者会議に出席し、
　道南ブロックの現状・課題を共有。連携の強化を図っていく。

・専門的社会資源が乏しい地域においては、精神保健に関する地域
支援者の対応力や連携の強化が求められており、高次脳機能障が
いやひきこもり、思春期保健、妊産婦支援といった多様な課題に対
し、当事者や家族への継続的な学習・交流機会の確保や、事例発
見・医療等への適切な橋渡しを行う支援体制の整備、さらに学校や関
係機関との情報共有と連携による地域一体となった支援の推進が必
要である。

・地域の実態に応じて、地域支援者学習会を必要時開催する。
・高次脳機能障害については、コロポックル道南支部の協力を得なが
ら、無料相談会や家族交流会、研修会等を必要時開催する。
・ひきこもり関連の取組は、児童・生徒～高齢者まで幅広い年代への支
援に係るニーズﾞを関係者から把握しながら、必要時、こころのリカバ
リーセンター等に技術支援を依頼する。
・思春期関連事業については、地域の実情の応じて、必要時開催する。
・既存の取組を継続することで、各年代への理解の促進を図る。

相談支援機能の強化

依存症関連
　- 断酒会支援：R5 0回、R6 2回

高次脳機能障がい関連
　- 研修：R5・R6 各1回
　- 家族交流会：R5・R6 各1回

ひきこもり関連：R5・R6 実績なし

思春期関連：研修会 R5・R6 各1回

住民への普及啓発、支援制度の周知等

ゲートキーパー養成講座（住民向け）：R5 1回、R6 0回

精神保健相談：
　- R5 月1回開催（活用1回）
　- R6 月1回開催（活用3回）

健康教育：R5・R6 各2回

自殺予防週間・月間ポスター掲示

・精神保健相談は定例的に実施しているものの利用が限られており、
相談の活用促進に向けて、健康教育や広報・ホームページなどを通
じた普及啓発の取組を一層強化し、住民や関係機関への周知を継続
的に行っていく必要がある。

・精神保健相談は、毎月1回定例開催予定

・普及啓発事業については、継続実施

地域定着の支援（退院後の生活支援、関係機関との連携等）
地域移行関連連絡会議：R5・R6 各3回

地域移行関連研修会：R5 1回、R6 2回

・地域社会資源も少なく、地域移行が進みにくいが、できるところから
取組みが進められている。

・地域移行関連の連絡会議・研修会に出席、地域関係者と連携し地域
の取組みを推進する。

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　05  精神疾患の医療連携体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

　圏域内に指定医療機関はないが、函館市には３つの認知症
疾患医療センターが指定整備されている。今後もこれらの医療
機関との連携等を推進しながら、圏域内での支援体制の強化と
段階的な整備に向けた検討が期待される。

体制整備

認知症疾患医療センター（地域型・連携型）の整
備数（圏域数）

認知症疾患医療センター（地域型・連携型）の整
備数（医療機関数）

入院後３か月時点での退院率（％）　

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

100 100 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

100

　地域内全市町村で在宅当番医制が維持されており、指標とし
ては100％を達成している。一方で、担い手不足や医師の高齢
化等により体制の持続には課題があり、令和7年度からは夜間
の初期救急を道立江差病院に集約する動きがある。体制移行
後の状況確認の必要がある。

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

実施
　指標としての輪番体制は維持されており、道立江差病院が中
心となり安定した運用が継続している。

6 6 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

（道南圏）

　南檜山圏域には第3次救急を担う医療機関は存在せず、地理
的に函館市等への搬送が必要。イ・ネット南檜山や「道南メディ
カ」など、広域連携による補完体制の構築が進められているも
のの、利活用の促進や研修機会の充実が課題である。

全道運航圏
全道運航圏

を維持
現状維持

北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

（道南圏）
　南檜山圏域も含めた道南圏でドクターヘリの運航が継続して
おり、運航調整委員会への参加も行われている。

実 施 件 数 等 5 21 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

実施
※R6.10実施

　南檜山圏域では令和6年度救急医療講習会を各町による輪
番制で講習会を継続的に実施しており、江差町で実施した。

２　主な取組の内容等

初期救急医療

二次救急医療

三次医療圏との
連携等

三次医療圏との
連携等

三次医療圏との
連携等

住民への普及啓
発

○道南ドクターヘリの円滑な運航等

○南檜山地域医療連携システムを活用した急性期病院と
の連携等

○住民への情報提供、普及啓発

・南檜山地域医療連携システムは一定の医療機関間で情報共有
が進んでいるものの、近年は研修会等が未開催であり、システム
の運用活性化や利活用の促進に向けた取組が課題となってい
る。

・南檜山地域医療連携システム（イ・ネット南檜山）に加え、函館地域の
IDリンクシステム「道南メディカ」との接続を活用し、診療情報の広域共
有を促進することで、南檜山圏域に第3次救急を担う医療機関が存在し
ないという地理的制約を補完し、円滑な患者搬送・受入体制の構築と診
療連携の質的向上を図る。あわせて、関係機関に対し研修機会等を通
じた活用促進を図る。

・道南ドクターヘリ運航調整委員会
   （R0５ 対面１回、ハイブリッド１回開催　R０6　ハイブリッ
ド２回開催）

・道南ドクターヘリの運航に関しては、情報共有や調整会議を通じ
た連携は図られているが、今後も安定的な運航体制の継続と、関
係機関間の役割や対応手順の更なる明確化が求められる。

・引き続き、道南ドクターヘリ運航調整委員会等へ積極的に参画し、関係
機関との情報共有と調整を通じて、円滑で安定的な運航体制の維持に
努めるとともに、運用手順や役割分担の明確化にも取り組む。

・南檜山地域医療連携システム（イ・ネット南檜山）により、
管内10機関・函館市内5機関が患者情報等を共有（Ｒ01
江差病院主催連携システム研修会実施　R05　未開催
R06　未開催）

・救急医療講習会は毎年町ごとの持ち回りで継続実施されてお
り、地域住民が心肺蘇生法（AEDを用いた対応を含む）等の応急
処置を学ぶ機会となっているが、未受講の町や住民にも機会が
行き届くよう、内容や実施方法の工夫を通じた啓発のさらなる充
実が課題である。

・引き続き、町ごとの持ち回りによる救急医療講習会を継続するととも
に、未受講の住民にも学習機会が行き届くよう内容や実施方法の工夫
を図り、地域全体での応急対応力の底上げを目指す。

・傷病者の救命率の向上等を図るため「救急医療講習会」
を開催し、救急法等の普及及び啓発を実施 （R05　厚沢部
町　R06　江差町で開催）

○病院群輪番体制参加病院の体制維持等

○消防機関との連携強化等

実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

・一般社団法人檜山医師会が在宅当番医制を実施

・現行の在宅当番医体制および病院群輪番体制については、今
後も体制維持が必要であり、担い手不足等の継続的な課題に対
応する必要がある。

・令和7年度より、夜間の初期救急医療体制を道立江差病院に集約する
ことにより、安定した救急対応体制の構築を図る。
・地域全体として不足している医師等医療従事者の確保に引き続き努め
るとともに、町村と連携した派遣体制の調整・負担軽減策を検討する。

○在宅当番医制の維持等

・救急告示医療機関のほか、道立江差病院が地域セン
ター病院の役割として単独実施

・現時点では道立江差病院による二次救急体制の安定運用が図
られているが、体制の持続可能性や将来的な負担集中リスクへ
の備えが課題である。

・道立江差病院を中心とした安定的な二次救急体制の継続に努めつ
つ、今後の医師体制や患者動向の変化に備え、病院群輪番体制の機能
強化や支援の在り方を検討する。

・管内各医療機関（歯科診療所を除く。）及び檜山広域行
政組合消防本部を参集し、「救急医療体制に係る打合せ」
を実施し、患者搬送・受入体制について協議（R０5 未開催
R06　未開催）

・関係機関における患者搬送・受入体制についての協議や情報
共有の機会が限られており、今後はより円滑な連携体制の構築
に向けた調整が期待される。

・必要に応じて医療機関および消防機関との打合せの場を設け、関係機
関間での情報共有と課題整理を図りながら、より円滑で実効性のある救
急搬送・受入体制の構築に努める。

体 制 整 備

取組の内容

在宅当番医制等初期救急医療の確保市町村割
合（％）

病院群輪番制の実施第二次医療圏数（医療圏）

救命救急センターの整備第三次医療圏数（医療
圏）

ドクターヘリの運航圏の維持（運航圏）

救急法等講習会の実施第二次医療圏数（医療
圏）

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　06  救急医療体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和5年7月現在）

整備済 　南檜山圏域においては災害拠点病院が整備済

体 制 整 備 21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和5年7月現在）

整備済
　DMAT指定病院も確保されており、災害対応初動体制は
確保されていると評価できる。

97 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和5年7月現在）

100
　100％を達成しており、建物の安全性については良好な
状況が維持されている。

実施件数等 32 100 全病院での実施
北海道保健福祉部調査
（令和5年7月現在）

100
　R5・R6ともに年1回の訓練実施実績があり、100％の達
成となっている。今後は町や他医療機関と連携したより実
践的な訓練の充実が課題である。

２　主な取組の内容等

施設耐震化、防
災マニュアルの
整備等

〃

大規模災害時の
他医療機関との
連携体制強化

○防災訓練等の実施、町との共同実施等

・病院立入検査の機会を活用し、BCP（緊急時等における
事業継続計画）に基づいた災害対応マニュアルの作成に
ついて助言・指導
（R05　5カ所　R06　５カ所）

・医療機関におけるBCPに基づく災害対応マニュアルの整備は一定
程度進んでいるが、災害時の具体的な対応内容の明文化や、実効性
あるマニュアルとしての定着・運用が依然として課題である。

・引き続き、BCPに基づいた災害対応マニュアルの作成および見直しに
対して助言・指導を行い、災害時の対応内容の明文化と、マニュアルの
実効性確保に向けた運用支援を通じて、各医療機関の体制整備を促進
する。

・管内有床医療機関を対象とした広域災害・救急医療情報
システム（ＥＭＩＳ）の入力訓練を実施　Ｒ０5　1回開催　Ｒ０
6　1回開催）

・広域災害・救急医療情報システム（EMIS）に関する入力訓練は年1
回継続して実施されているが、災害時の実践的な運用体制をさらに
強化するためには、町との共同訓練や複数機関を交えた実動的な連
携訓練の充実が課題である。

・引き続き、EMIS入力訓練を含む防災訓練を医療機関内で定期的に実
施し、災害時の情報共有体制と対応力の強化を図るとともに、将来的に
は町との共同実施も視野に入れ、連携の在り方について引き続き検討
していく。

○自然災害を含む医療機関防災マニュアルの整備等

課　　　　題 今後の方向性

・管内関係機関に対し、活用可能な補助金等について周
知
　令和5年度医療施設等施設整備事業（有床診療所等ス
プリンクラー等施設整備事業）を活用。（R04～０５厚沢部
町国民健康保険病院）(R06　なし)

・災害時に備えた医療施設の整備に向け、補助制度の周知は行われ
ているものの、直近の年度における活用実績がないことから、施設側
の申請促進や制度の具体的活用に向けた支援が課題である。

・管内関係機関に対し、引き続き補助制度の周知を行うとともに、施設
側の活用を促進するため、整備の必要性や制度内容に関する具体的な
情報提供や相談支援を通じて、補助制度の実効的な活用につなげる。

実　　　　績

○医療提供体制施設設備交付金他の活用等

取組の内容

災害拠点病院整備第二次医療圏数（医療圏）

北海道DMAT指定医療機関整備第二次医療圏
数（医療圏）

災害拠点病院における耐震化整備率（％）

ＥＭＩＳ操作を含む研修・訓練を実施している病
院の割合（％）

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　07　災害医療体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

25床
新型コロナ発生1年後（2020年12月）の入
院患者数等を目安とし、２次医療圏ごと
に設定

22
　地域の限られた医療資源の中で、感染症発生初期において
も一定程度の入院体制を確保している。

2機関
新型コロナ発生1年後（2020年12月）の新型コロナの診
療・検査機関数（200床以上）を目安として、第二次医療
圏ごとに設定することを基本としつつ、各圏域の医療状
況など地域実情を鑑みて医療機能を確保。

6
　目標を上回る機関数が確保されており、発熱外来体制はおお
むね確立されていると評価できる。地域の実情に即した対応が
進んでいる。

25床
新型コロナ対応で確保した最大の体制
（2022年１２月時点）の入院患者数等を
目安とし第二次医療圏ごとに設定。

24
　初期同様、目標に近い水準で病床を確保。医療措置協定に
基づく受入体制整備を引き続き段階的に進める必要がある。

2機関
新型コロナ対応で確保した最大の体制
（2022年１２月時点）の入院患者数等を
目安とし第二次医療圏ごとに設定。

7.0
　十分な機関数が確保され、感染拡大時の受診機会の確保に
つながっている。

１０機関 8.0
　高齢化が進む地域特性を踏まえ、自宅療養支援体制は今後
さらに強化すべき課題

８機関 7.0
　医療機関と連携した服薬支援体制の構築が一定程度進んで
いるが、さらなる参画促進が求められる。

１機関
新型コロナ対応で確保した最大の体制
（後方支援を行う医療提供機関数）を目
安とに、第二次医療圏ごとに設定。

3
　目標を上回る体制が整備されており、重症化患者や入院患
者への継続的な支援体制が整備されている。

２　主な取組の内容等

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　08　新興感染症の発生・まん延時における医療体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

課　　　　題 今後の方向性

R6年北海道が示した医療措置協定締結に向けた内容について､管内医療機
関、薬局に締結に向けた意向の打診を実施。

・ほぼ目標値に沿った体制を確保出来たと考える。

・新興感染症等の発生時に備え、患者の受入や医療提供を確保する
ための「医療措置協定」の締結に向けた意向確認（同意）は実施され
たが、協定締結後の具体的な運用手順や連絡体制の整備、協定の
実効性を高めるための平時からの情報共有・役割確認が今後の課題
である。

・新興感染症等の発生時に備えた医療措置協定の締結に向けた調整を
引き続き進めつつ、協定締結後の実効性を高めるため、関係機関との
情報共有や連絡体制の整理、運用手順の整備については段階的に取り
組む。

・感染症予防研修会は一定の成果を上げているが、今後は地域全体
の理解と対応力を高めるために、対象や実施方法の工夫が求められ
る。

・今後は、感染症への理解促進と地域全体の対応力向上に向けて、研
修対象の拡充や開催方法の工夫（例：平日夜間・オンライン活用等）を
図りながら、継続的に啓発の機会を設けていく。

離島における新興感染症対策としての打合せを実施 ・奥尻町と感染症患者移送の取扱等の手順を共有（R6.9.25）
・離島における感染対策として、感染症患者搬送体制や物品管理等
の基本的な情報共有は行われたが、限られた医療資源の中で継続
的な対応体制を維持していくことが引き続きの課題である。

・感染症発生時に円滑な対応が行えるよう、今後も離島地域との情報共
有や搬送手順の確認を継続し、関係機関との連携を深めながら、実効
性のある対応体制の維持に努める。

体 制 整 備
（ 流 行 初 期 ）

入院病床数

発熱外来医療機関数

地域の感染対策向上のため感染症予防研修会を開催
・高齢者施設、保育園、教育機関等対象に同研修会を実施し、68名
参加した。（R6.10.23）

取組の内容 実　　　　績

体　制　整　備（流行
初期期間経過後）

後方支援医療機関数

入院病床数

発熱外来医療機関数　

自宅療養者等医療提供機関数（病院・診療所・
訪問看護事業所）

新型コロナ対応で確保した最大の体制
（自宅療養者等への医療提供機関数）を
目安に第二次医療圏ごとに設定。

自宅療養者等医療提供機関数（薬局）

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

体 制 整 備 103 114 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年3月31日末）

3
　道全体の目標に対し、南檜山圏域単独での評価は難しいが、
南檜山では103施設中3施設が該当とされ、機能維持と連携の
強化を継続する。

9 20
全へき地医療拠点病
院による実施

へき地医療現況調査
［厚生労働省］
（令和４年４月１日現在）

1
　巡回診療等を行う病院は限られており、支援体制の展開には
課題が残る。関係機関との連携のもと、支援体制の拡充に向け
た議論と計画的な整備が求められる。

5 20
全へき地医療拠点病
院による実施

へき地医療現況調査
［厚生労働省］
（令和４年４月1日現在）

0
　定期的かつ継続的な医師派遣等の体制構築が進んでいな
い。地域の実情に応じた運用や通院支援の工夫、支援頻度の
向上が必要

２　主な取組の内容等

へき地における
診療の機能

へき地における
診療の機能

へき地における
診療の機能

　南檜山地域医療連携システム（イ・ネット南檜山）の活用を継続し、へ
き地診療所が急性期病院や関係機関と円滑に連携できるよう、診療情
報の共有体制の定着と活用機会の充実に取り組む。

　南檜山地域医療連携システム（イ・ネット南檜山）により、
管内10機関・函館市内5機関が患者情報等を共有　【再
掲】

　へき地診療所の機能確保に向けた情報共有は一定程度進んでい
るが、連携システムの活用が限られた場面にとどまることもあり、診

療連携のさらなる促進と情報の活用機会の拡大が課題である。
○へき地診療所の体制等

○患者搬送体制の支援、整備等

○道南ドクターヘリの円滑な運航等

　へき地医療対策事業費（運営費）補助金を活用し、乙部
町において患者送迎バスを運営費を補助（R０5 　R０6）

　患者搬送支援は一定の効果を上げているものの、対象地域や運行
頻度にばらつきがある。今後は地域ごとの実情を踏まえながら、段階
的に支援の継続や拡充の方向性を整理していくことが求められる。

　地域の実情に応じた搬送支援体制の見直しに向けて、関係機関との
定期的な協議の再開を図るとともに、通院支援の取組については対象
地域や運用状況を整理し、支援の継続的な実施および他地域への展開
の可能性について検討を進める。

　道南ドクターヘリ運航調整委員会等への参画  【再掲】
   （R０５ 対面１回、ハイブリッド１ 回開催 R06　ハイブリッ
ド２回開催）

　道南ドクターヘリに関する情報共有や連携の場には継続して参画し
ているものの、へき地における実際の搬送ニーズや受入体制に即し
た検証や協議が地域単位では十分に行われていないため、運航の
実効性や地域間連携の最適化に向けた課題が残されている。

　道南ドクターヘリ運航調整委員会等への参画を継続しつつ、へき地に
おける搬送の実態や課題については今後の地域内協議の中で徐々に
整理を進め、将来的な連携体制のより一層の充実に向けて対応可能な
範囲から取り組みを検討していく。

取組の内容 実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　09　へき地医療体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

へき地診療所数（か所）

実 施 件 数 等

巡回診療、医師派遣、代診医派遣、遠隔医療による支
援のいずれかを実施するへき地医療拠点病院数（か
所）

巡回診療、医師派遣、代診医派遣の年間実績が合算
で12回以上のへき地医療拠点病院数（か所）（オンライ
ン診療を活用して行った場合も含む）

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

分娩を取り扱う医療機関数
（か所）

15-49歳女性
10万人当たり

7.6
全国平均

以上

全国平均
以上を維持
（R2：7.6）

北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）
医療施設調査（静態）
［厚生労働省］（令和2年）

0

　現在、圏域内に分娩可能な医療機関がない。今後は函館市
の周産期医療機関との連携強化や搬送支援体制の整備、住
民への情報提供により安心して出産できる環境づくりが求めら
れる。

23.8
全国平均

以上

全国平均
以上を維持
（R2：23.1）

北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）
医療施設調査（静態）
［厚生労働省］（令和2年）

20.0

　助産師は在籍しているものの看護師業務に従事しており、助
産師外来は開設されておらず全国平均を下回っているため、今
後は助産師の専門性を活かした外来相談や周産期支援体制
の整備が必要である。

4 6
第三次医療圏に

1か所

北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

ー
（道南圏
　１か所）

　道南圏に整備されており制度上は達成しているが、南檜山圏
域住民にとって実質的なアクセス確保が課題である。

21 21
第二次医療圏に

１か所

北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在） 1か所 　必要数は確保されている。

２　主な取組の内容等

周産期医療体制
の整備

周産期医療体制
の整備

○総合周産期医療センターとの医療連携体制等

・道立江差病院において、常勤の産婦人科医１名を確保
の上、分娩を受け入れていたが、令和２年度から、常勤医
師廃止により分娩受入休止となっている。

・当該圏域には産婦人科医や助産院がなく、地域内で分娩を受け入
れる体制が整っていないため、安全な出産環境の確保に向けた広域
的な医療連携が課題である。

・地域外の医療機関との連携体制を強化し、妊産婦の搬送体制や支援
体制の整備を進めるとともに、住民への情報提供と安心して出産できる
環境づくりに努める。

取組の内容 実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

○医療技術者の確保、受け入体制の整備等

体 制 整 備

産科・産婦人科を標ぼうする病院、診療所の助
産師外来開設割合（％）

総合周産期母子医療センター(指定)の整備医療
圏数（第三次医療圏）

地域周産期母子医療センター整備医療圏数（第
二次医療圏）

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　10　周産期医療体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

11.6
全国平均

以上
現状より増加
（R２：12.0）

令和2年
医師・歯科医師・薬剤師調査
［厚生労働省］

5.7
　圏域内唯一の小児科専門医は地域に不可欠であり、継続勤
務の支援と体制維持が必要である。

7 21 全圏域での実施
令和3年度　NDB
［厚生労働省］

0

　小児訪問看護の体制は未整備であることや医療的ケアが必
要な小児の実態も把握されていないことから、今後はニーズの
有無を含めた実態把握を進めたうえで、必要に応じた支援体制
の検討が求められる。

8 21 全圏域での実施
令和3年度　NDB
［厚生労働省］

0

　小児訪問診療の体制は未整備であり、医療的ケア児の実態
も把握されていない中、南檜山圏域では医療資源や人材が限
られており、訪問診療を担う体制の構築は難しい。このため、ま
ずは必要性の有無を含めた実態把握から始め、可能な範囲で
現実的な支援策を検討していく必要がある。

20 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調べ
（令和5年4月現在）

確保
　小児二次救急体制は形式上は確保されており達成と評価さ
れる。

20 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調べ
（令和4年4月現在）

確保
　体制は確保されているが、南檜山では相談事業の認知が限
定的であり、今後は周知を強化し、適正受診と医療機関の負担
軽減を図る必要がある。

２　主な取組の内容等

小児救急体制の
確保

小児科医師の負
担軽減等

〃

　現在の小児救急体制を維持するため、関係機関との連携調整や情報
共有の場の提供等を通じて、小児救急体制の安定的な維持に貢献す
る。

　道立江差病院において、常勤の小児科専門医１名による
体制を維持

○勤務状況の改善、複数体制の確保等

○小児救急に関する研修の周知、連携等

○小児救急電話相談事業等における周知啓発等

　現行の小児救急体制を安定的に維持するため、小児科専門医の継
続勤務を支援しつつ、限られた医療資源の中で連携体制の維持・強
化を図る必要がある。

　道では一般社団法人北海道医師会に委託し「北海道小
児救急医療地域研修会」を実施（Ｈ１７～）

　小児救急に関する研修は道により実施されているが、地域における
さらなる認知促進や参加機会の確保が今後の検討課題となってい
る。

　道が主催する「北海道小児救急医療地域研修会」について、関係機関
への周知を継続するとともに、参加しやすい環境づくりを検討しながら、
関係機関との連携強化を通じて、地域全体で小児救急医療体制の支援
に取り組む。

　ホームページによる「北海道小児救急電話相談事業」の
紹介等、不急かつ軽症患者に対する啓発
　南檜山医療介護連携推進会議でのリーフレット紹介

　小児救急電話相談事業の周知は一部で行われているものの、地域
全体へのさらなる認知促進や、相談の適切な活用につなげる工夫が
求められる。

　リーフレットやWeb媒体等を活用し、小児救急電話相談事業の認知向
上を図るとともに、住民への継続的な情報提供を通じて、医療機関の適
正利用の促進に努める。

取組の内容 実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　11　小児医療体制（小児救急医療を含む）

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

小児二次救急医療体制が確保されている第二
次医療圏数（医療圏）

北海道小児地域医療センター、北海道小児地
域支援病院による提供体制が確保されている第
二次医療圏数（医療圏）

体 制 整 備

小児医療を行う専門医師数
（小児人口１万人対）（人）

小児の訪問看護を実施している訪問看護事業
所のある第二次医療圏数（医療圏）

小児の訪問診療を実施している医療機関のある
第二次医療圏数（医療圏）

体 制 確 保 に
係 る 圏 域

南檜山圏域
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１　推進状況及び評価

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次） R６ R７ R８ R９ R10 R11

15.1 22.6
現状より増加
（医療需要の

伸び率から推計）

令和２年度 　KDB
［厚生労働省］

－

　南檜山圏域では訪問診療を定期的に実施している医療機関
が少なく、管内の多くの医療機関では道立江差病院を除き医師
がひとりで診療を担っている上、医師の高齢化や人材確保の
困難さも相まって本格的な訪問診療体制の構築が進んでいな
い。

12
（二次医療圏）

39
（在宅医療圏）

全圏域での確保
令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－
　南檜山圏域において、機能強化型の在宅療養支援診療所又
は病院の整備はされていない。

-
39

（在宅医療圏）
全圏域での確保 - －

　医療圏ごとの機能分担が不明確であり、該当機関の特定や
活動実態の把握が困難なため評価できない。

-
39

（在宅医療圏）
全圏域での確保 - －

　南檜山圏域では、在宅医療連携の中核を担う拠点の整備が
十分ではなく、体制構築に至っていない。

20
（二次医療圏）

39
（在宅医療圏）

全圏域での実施
令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－
　南檜山圏域で退院支援に関する具体的な体制整備や実施報
告は確認されておらず、R6の詳細が判明後評価する。

10
（二次医療圏）

39
（在宅医療圏）

全圏域での確保
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

1
　R５年度より道立江差病院において在宅療養後方支援病院の
届出がある。

19
（二次医療圏）

39
（在宅医療圏）

全圏域での実施
令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－
　南檜山圏域では24時間対応の診療所はないものの、令和5
年度は老人ホーム等での看取り対応が一部確認されており、
体制整備は不十分ながらも一定の対応が図られている。

19
（二次医療圏）

39
（在宅医療圏）

全圏域での確保
令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－
　訪問看護ステーション等の設置はあるが24時間対応体制は
未整備である。

21
（二次医療圏）

39
（在宅医療圏）

全圏域での確保
令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－
　令和5年度に歯科訪問診療の実績があり、令和6年度も継続
実施されていると推察されるが、在宅医療圏全体としての体制
整備状況が不明。

20
（二次医療圏）

39
（在宅医療圏）

全圏域での確保
令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－
　実施医療機関は存在せず。スタッフの人材確保・派遣体制の
検討が必要。

21
（二次医療圏）

39
（在宅医療圏）

全圏域での確保
令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－
　一部薬局で実施されているが、一人体制の薬局が多く、安定
的な在宅対応が難しい状況

-
39

（在宅医療圏）
全圏域での確保

令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－
　訪問薬剤管理指導を行う薬局はあるが、多くが一人体制であ
り、24時間対応や地域活動などの加算要件を満たすのは困難

-
39

（在宅医療圏）
全圏域での確保

令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－ 実施医療機関の情報がない。

-
39

（在宅医療圏）
全圏域での確保

令和３年度　NDB
[厚生労働省]

－ 実施医療機関の情報がない。

592.7 859.1
現状より増加
（医療需要の

伸び率から推計）

令和２年度　KDB
[厚生労働省]

－
　南檜山の実績値不明。定量的把握が困難なため評価不可。
医療機関の関与状況に課題あり。

231.9 354.3
現状より増加
（医療需要の

伸び率から推計）

令和３年度　訪問看護療
養費実態調査[厚生労働
省]

－

　訪問看護については、令和６年度において南檜山圏域内でス
テーションの整備が進んでおり、体制の強化が見られる。
一方で、圏域別の利用者数や実際の訪問件数（延べ訪問回
数）については、現時点で定量的な把握が困難である。
　体制整備が進んだことは前向きな傾向であるものの、実施実
績が見える化されていないため、効果や課題の評価には限界
がある。

18.5
全国平均

以上
現状より増加

令和４年　人口動態調査
［厚生労働省］

－
　圏域別の数値は不明だが、在宅ターミナル加算の実績がある
ことから、一定程度の看取り体制は存在。ただし数値未把握の
ため判明後評価する。

320
全国平均

以上
現状より増加

令和２年度　KDB
[厚生労働省]

－
　南檜山圏域でも実績あり（医療機関報告ベース）。地域の限ら
れた医療資源の中で在宅対応はあり。

２　主な取組の内容等

地域における連
携体制の構築

緩和ケア体制の
整備

在宅口腔ケア体
制の充実等

訪問看護の質の
向上

在宅医療の理解
の促進

・南檜山医療・介護連携推進会議（月１回）

・機関誌「リンクルみなみひやま」の発行
　   （R05：年6回、R0６：年6回）

　在宅医療への理解促進に向けて、これまで活用してきた広報媒体
が見直しの時期を迎えており、新たな手法による普及啓発や情報発
信の工夫が求められている。

　今後は、地域の実情やニーズを踏まえ、住民に対する情報提供や普
及啓発の手法について検討を進め、必要に応じて柔軟に対応していく。

○職員の確保、研修による質の向上等 ・南檜山地域看護連携推進会議にて「訪問看護出向事業」
について紹介 　　（H30）

・道が北海道看護協会に「訪問看護出向事業」を委託
　（R05・R06　管内実績なし）

○かかりつけの必要性、役割の普及啓発、在宅医療に係
る普及啓発、情報提供等

　訪問看護においては、管内での出向事業の活用実績がない状況に
あり、また看護職員の人材確保についても地域の高齢化等により難し
さが増している。訪問看護の質の向上を図るには、医療機関等への
制度周知の強化や、関係者の意識向上を目的とした研修機会の確保
が引き続き課題である。

　南檜山地域看護連携推進会議など既存の場を活用しながら、訪問看
護に関する支援制度や人材確保に関する情報の共有に努めていく。あ
わせて、必要に応じて関係者を対象とした研修会・講演会の実施も含
め、訪問看護体制の充実に向けた取組の在り方を検討していく。

○従事者研修の実施、相談支援体制の整備等

○歯・口腔機能の維持、専門的な口腔ケアの充実等

・南檜山地域看護連携推進会議主催の研修会にて「緩和
ケア」をテーマに開催（H30）。R1以降の実績はなし

　緩和ケアに関する研修は過去に開催実績があるものの、近年は開
催されておらず、今後も必要に応じてテーマを選定し、継続的な研修
の機会を確保していくことが求められる。

　南檜山地域看護連携推進会議等を活用し、地域の実情や関係者の
ニーズに応じて、緩和ケアを含む必要なテーマでの研修や講演会を適
宜開催していくことで、支援体制の維持・充実を図る。

・在宅難病療養者等訪問口腔ケア事業の実施
　   （R0５：0回、R0６：０回）

　現在のところ、専門的な訪問口腔ケアを必要とする在宅療養者の把
握には至っておらず、対象者の発生は確認されていない状況が続い
ており、訪問口腔ケア事業の実施実績はないものの、今後の必要性
に備えて周知や実施体制の整備を進めていく必要がある。

　在宅療養者等の対象者が生じた場合に備え、事業の周知を図るととも
に、関係機関と連携し、必要に応じた事業の実施を検討する。

取組の内容 実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

・南檜山医療・介護連携推進会議
　　（R05：12回、R06：11回）
・機関誌「リンクルみなみひやま」の発行
　   （R05：年6回、R0６：年6回）
・南檜山地域看護連携推進会議
　   （R0５：2回、R0６：2回）
・地域看護職員研修（看護職員向け研修）
　   （R0５：2回、R06：2回）
　　　※南檜山医療・介護連携推進会議と共催
・在宅看護講座（住民向け講演会）
　   （R0５：2回、R06：０回）

　在宅医療の推進にあたっては、地域の高齢化が進む中、人的体制
の確保が容易ではない状況も踏まえつつ、住民への普及啓発の継続
や、多職種・住民との連携体制の充実、関係者の知識や技能の維
持・向上に向けた研修機会の確保が今後の検討課題である。

　今後も引き続き、南檜山医療・介護連携推進会議や地域看護連携推
進会議を通じて、多職種間および住民との連携体制の充実に努めるとと
もに、地域住民への在宅医療に関する理解促進を図るため、講演会や
機関誌等を活用した普及啓発に取り組む。あわせて、人的体制の確保
が難しい状況も踏まえながら、看護職員をはじめとする関係者の知識・
技術の維持向上に資する研修機会の確保についても検討を進める。

○退院支援から看取りまでの医療提供体制の構築等

○急変時の対応可能な医療機関相互の連携等

○多職種間の連携体制の構築等

「南檜山圏域地域推進方針」の推進状況　【令和６年度】

　12　在宅医療の提供体制

指標区分 指標名（単位）
地域推進方針における指標 実績数値

令和６年度の評価

訪問診療を実施している医療機関数（人口10万
人対）（医療機関数）

機能強化型の在宅療養支援診療所＊１ 又は病
院＊２ のある在宅医療圏数（医療圏）

在宅医療において積極的役割を担う医療機関
のある在宅医療圏（医療圏）

在宅医療において必要な連携を担う拠点のある
在宅医療圏（医療圏）

機 能 ご と の
体 制 等

退院支援を実施している医療機関のある在宅医
療圏数（医療圏）

在宅療養後方支援病院のある在宅医療圏数
（医療圏）

在宅看取りを実施する医療機関のある在宅医
療圏数（医療圏）

体制整備

在宅死亡率（％）
＊3

在宅ターミナル加算を受けた患者数［１か月当た
り］（人）

訪問リハビリテーションを実施している医療機関、
介護老人保健施設、介護医療院のある在宅医療
圏数（医療圏）

訪問栄養食事指導を実施している医療機関の
ある在宅医療圏数（医療圏）

実施件数等

訪問診療を受けた患者数［１か月当たり］
（人口10万人対）（人）

訪問看護利用者数（医療保険）［１ヶ月当たり］
（人口10万人対）（人）

多職種の
取組確保等

住民の
健康状態等

24時間体制の訪問看護ステーションのある在宅
医療圏数（医療圏）

歯科訪問診療を実施している診療所のある在宅
医療圏数（医療圏）

訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院
がある在宅医療圏域数

訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施
する薬局のある在宅医療圏数（医療圏）

地域支援体制加算届出薬局のある在宅医療圏
数（医療圏）

南檜山圏域
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